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国立大学法人岡山大学水質管理規程 

 

                         平成２６年９月２６日 

岡 大 規 程 第 ６ ２ 号 
                       改正 平成２８年３月３１日規程第５６号 

平成３１年３月２９日規程第３２号 

令和 ３年３月２２日規程第４０号 

令和 ３年８月 ５日規程第７７号 

令和 ４年５月２７日規程第６１号 

令和 ５年３月１７日規程第１８号 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人岡山大学環境管理規則（平成１６年岡大規則第３１

号。以下「規則」という。）第１０条に基づき，国立大学法人岡山大学（以下「法人」

という。）における水質管理に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規程において「水質管理」とは，法人における教育研究及びその他諸活動

に伴い廃棄，排出され，水質を汚濁するおそれがある物質（放射性物質及びこれによ

り汚染された物を除く。以下「水質汚濁物質」という。）を管理し，必要な措置を講

ずることをいう。 
２ この規程において「排水」とは，雨水を除く法人の施設からの排出水をいう。 
３ この規程において「実験洗浄排水」とは，特定施設（洗浄施設）の実験洗浄流しか

ら排出される排水をいう。 
４ この規程において「放流水」とは法人の施設から公共下水道又は公共用水域に放流

される排水をいう。 
５ その他，この規程において用いる用語の定義は，下水道法（昭和３３年法律第７９

号）及び水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。）によるものとする。 
 （部局） 
第２条の２ この規程において「部局」とは，別表のとおりとする。 
（水質管理の総括） 

第３条 学長は，法人における水質の管理を総括する。 
２ 学長は，公共下水道に放流水を排出するに当たっては，当該公共下水道を管理する

地方公共団体の条例等の定めるところに従い，水質管理責任者を置かなければならな

い。 
 （水質管理責任者等） 
第４条 水質管理責任者は，第２条の２に定める部局の長（以下「部局長」という。）
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と協力し，法令等に基づき適当な水質管理及び測定を行わなければならない。 
２ 部局長は，当該部局の管理区域内の水質管理に必要な施設を設置し，維持管理を行

わなければならない。 
３ 規則第６条に定める環境管理員は，当該部局における水質管理に関し，部局長の業

務を補佐する。 
４ 第２項の管理区域については，環境管理センター長が別に定める。 
 （排水の取扱い） 
第５条 排水を排出する場合には，次の各号に掲げる事項に従わなければならない。 
  一 排水を排出する者は，法令等に定められた基準に適合しない排水を排出してはな

らない。 
  二 排水を排出する者は，有害物質及び指定物質を含有する排水を地下に浸透させて

はならない。 
  三 排水を排出する者は，環境管理センター長が別に定める区分に従い，分別して排

出しなければならない。 
２ 職員及び学生等は，規則，本規程及び法令等の定めるところに従い水質汚濁物質を

取り扱うとともに，部局長及び水質管理責任者の講ずる措置に従わなければならない。 
（水質測定） 

第６条 水質管理責任者は，法令及び公共下水道を管理する地方公共団体の条例等の定

めるところにより放流水の水質測定を行い，その結果を記録し，５年間保存しなけれ

ばならない。 
２ 水質管理責任者は，年に１回以上，実験洗浄排水の状況が確認できる放流水等の水

質測定を行い，有害物質（公共下水道へ放流する部局の管理区域内で使用している項

目に限る。）が検出されていないことの確認を行うとともに，その結果を記録し，５

年間保存しなければならない。 
３ 部局長は，水質管理責任者又は環境管理センター長の指示に基づき，排水の水質測

定を行うとともに，その結果を記録し，５年間保存しなければならない。 
 （事故時の措置） 
第７条 部局長は，当該部局において水質汚濁物質を含む排水が排出されるおそれがあ

る場合は，直ちに，引き続く水質汚濁物質を含む排水の排出防止のための応急の措置

を講じなければならない。 
２ 部局長は，前条第３項における排水の測定において，法令等に適合しない排水が排

出されたと認められる場合は，直ちに，その原因を究明するとともに，再発防止の措

置を講じなければならない。 
３ 学長は，行政機関から排水基準に適合しない排水が排出されたと認められ，改善命

令を受けた場合は，その原因を究明するとともに，当該水質管理責任者及び関係する

部局長に改善計画の作成を命じ，再発防止の措置を講じなければならない。 
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 （教育訓練） 
第８条 部局長は，水質の管理に関し，当該部局の職員及び学生等に対して必要な教育

訓練を行うとともに，排水の排出に関して水質管理責任者と協力し，指導及び監督を

行わなければならない。 
２ 環境管理センターは，部局長の求めに応じて，排水管理の教育訓練に関し協力する。 
 （届出・申請・報告） 
第９条 部局長は，第７条第１項の事故が生じた場合には，速やかにその事故の状況及

び講じた措置の概要について環境管理センター長を経由し，学長に報告するとともに，

関係機関に届け出なければならない。 
２ 部局長は，第７条第２項の原因究明及び再発防止措置を行った場合，その結果につ

いて環境管理センター長を経由し，学長に報告しなければならない。 
３ 学長は，第７条第３項の改善命令を受けた場合には，当該部局長に改善計画を，水

質管理責任者及び環境管理センター長と協議の上作成させ，当該改善計画を関係機関

に届け出なければならない。 
 （指導・助言等） 
第１０条 環境管理センター長は，放流水の水質が環境に対して悪影響を与えると認め

るときは，部局長に対して適切な排水を排出するよう指導・助言することができる。 
２ 環境管理センター長は，放流水の水質が法令等に適合しない排水を排出するおそれ

がある部局に対して，特定施設の構造若しくは使用方法若しくは水質管理に関わる施

設の改善を指導・助言し，又は排水の排出の一時停止を指導することができる。 
 （雑則） 
第１１条 この規程に定めるもののほか，水質の管理に関し，必要な事項は環境管理セ

ンター長が別に定めることができる。 

 

   附 則 

 この規程は，平成２６年９月２６日から施行する。 
  附 則 
この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和３年８月５日から施行する。 

附 則 
この規程は，令和４年５月２７日から施行し，令和４年４月１日から適用する。 
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附 則 
この規程は，令和５年４月１日から施行する。 
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別表 
 

部 局 名 

大学院教育学研究科 

大学院社会文化科学研究科 

大学院環境生命自然科学研究科 

大学院医歯薬学総合研究科 

教育学部 

理学部 

薬学部 

工学部 

環境理工学部 

農学部 

資源植物科学研究所 

惑星物質研究所 

異分野基礎科学研究所 

岡山大学病院 

保健管理センター 

環境管理センター 

情報統括センター 

教師教育開発センター 

自然生命科学研究支援センター 

附属図書館 

研究推進機構 

総務・企画部 

財務部 

学務部 

国際部 

施設企画部 

 


